
奈
良
県
文
化
会
館
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
月
十
六
日

奈
良
県
知
事

山

下

真

奈
良
県
規
則
第
十
五
号

奈
良
県
文
化
会
館
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

奈
良
県
文
化
会
館
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
四
月
奈
良
県
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
を
第
十
九
条
と
し
、
第
十
二
条
の
次
に
次
の
六
条
を
加
え
る
。

（
指
定
管
理
者
の
指
定
に
係
る
申
請
書
等
）

第
十
三
条

条
例
第
八
条
第
三
項
の
規
則
で
定
め
る
申
請
書
は
、
指
定
管
理
者
指
定
申
請
書
（
第
四
号

様
式
）
と
す
る
。

２

条
例
第
八
条
第
三
項
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

定
款
若
し
く
は
寄
附
行
為
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類

二

法
人
に
あ
つ
て
は
、
登
記
事
項
証
明
書

三

申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
直
前
三
年
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
報
告
書
、
財
産
目

録
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類

四

申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

（
指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
の
基
準
）

第
十
四
条

条
例
第
九
条
の
規
則
で
定
め
る
管
理
の
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

開
館
時
間
は
、
第
三
条
第
一
項
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

二

休
館
日
は
、
第
四
条
第
一
項
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

三

関
係
法
令
及
び
条
例
の
規
定
を
遵
守
す
る
こ
と
。

四

奈
良
県
文
化
会
館
の
利
用
者
が
安
全
か
つ
快
適
に
利
用
で
き
る
よ
う
適
正
な
管
理
を
行
う
こ
と
。

２

指
定
管
理
者
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
受
け
て
、
同
項
第
一
号
の
開
館
時
間
を
臨
時
に
延
長
し
、
若
し

く
は
短
縮
し
、
又
は
同
項
第
二
号
の
休
館
日
以
外
の
日
に
休
館
し
、
若
し
く
は
休
館
日
に
開
館
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

３

指
定
管
理
者
は
、
管
理
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
受
け
て
、

施
設
の
一
部
を
休
止
し
、
又
は
使
用
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



（
指
定
管
理
者
に
関
す
る
読
替
え
）

第
十
五
条

条
例
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
奈
良
県
文
化
会
館
の
管
理
を
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ

る
場
合
に
つ
い
て
の
第
五
条
第
一
項
、
第
五
条
の
二
、
第
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
七
条
か
ら

第
十
条
ま
で
、
第
十
一
条
第
三
号
並
び
に
第
十
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
第
一
項
、

第
五
条
の
二
、
第
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
七
条
か
ら
第
十
条
ま
で
並
び
に
第
十
一
条
第
三
号

の
規
定
中
「
館
長
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
管
理
者
」
と
、
第
十
九
条
の
規
定
中
「
館
長
」
と
あ
る
の

は
「
知
事
」
と
す
る
。

（
奈
良
県
文
化
会
館
運
営
等
業
務
を
実
施
す
る
民
間
事
業
者
の
選
定
に
係
る
申
請
書
等
）

第
十
六
条

条
例
第
十
四
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
申
請
書
は
、
公
共
施
設
等
運
営
権
者
選
定
申
請

書
（
第
五
号
様
式
）
と
す
る
。

２

条
例
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

定
款
若
し
く
は
寄
附
行
為
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類

二

法
人
に
あ
つ
て
は
、
登
記
事
項
証
明
書

三

申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
直
前
三
年
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
報
告
書
、
財
産
目

録
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類

四

申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

（
公
共
施
設
等
運
営
権
者
に
関
す
る
読
替
え
）

第
十
七
条

条
例
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
奈
良
県
文
化
会
館
運
営
等
業
務
を
公
共
施
設
等
運
営
権
者

に
行
わ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
の
第
七
条
、
第
九
条
及
び
第
十
一
条
第
三
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
第
十
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
七
条
、
第
九
条
及
び
第
十
一
条
第
三
号
の
規
定
中
「
館

長
」
と
あ
る
の
は
「
公
共
施
設
等
運
営
権
者
」
と
す
る
。

（
添
付
書
類
の
省
略
）

第
十
八
条

条
例
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
及
び
条
例
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申

請
を
同
時
に
行
う
場
合
に
お
い
て
、
各
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
書
類
の
内
容
が
同
一
で
あ
る
と
き
は
、

一
の
申
請
書
に
こ
れ
を
添
付
し
、
他
の
申
請
書
に
は
そ
の
旨
を
記
載
し
て
、
一
の
申
請
書
に
添
付
し

た
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「文
化
会
館
館
長

第
一
号
様
式
中
「文

化
会
館
館
長

」
を

に
改
め
る
。

指
定
管
理
者

」



「文
化
会
館
館
長

第
二
号
様
式
中
「文

化
会
館
館
長

」
を

に
、
「使

用
料

」
を
「使

用
料
又
は
利

指
定
管
理
者

」

用
料
金

」
に
改
め
る
。

「文
化
会
館
館
長

第
三
号
様
式
中
「文

化
会
館
館
長

」
を

に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式

指
定
管
理
者

」

を
加
え
る
。



第４号様式（第 13条関係） 

 

 

 

指 定 管 理 者 指 定 申 請 書 

 

 

年  月  日 

 

奈良県知事 殿 

 

申請者 所 在 地 

    名   称 

    代表者氏名 

    連 絡 先 

 

 

奈良県文化会館条例第８条第３項の規定により、指定管理者の指定を受けたいので関係

書類を添えて申請します。 

 



第５号様式（第 16条関係） 

 

 

 

公 共 施 設 等 運 営 権 者 選 定 申 請 書 

 

 

年  月  日 

 

奈良県知事 殿 

 

申請者 所 在 地 

    名   称 

    代表者氏名 

    連 絡 先 

 

 

奈良県文化会館条例第 14条第１項の規定により、公共施設等運営権を設定されることと

なる選定事業者として選定されたいので関係書類を添えて申請します。 



附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
奈
良
県
文
化
会
館
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に

よ
る
用
紙
で
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
奈
良
県
文
化
会
館
条
例
施
行
規

則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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